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１．高知産保センターについて

両立支援に関するサービス



産保センターの
事業内容

全国

４７か所
産業保健スタッフ向けサービス

地域窓口

県下４か 所

５０人未満
小規模事業場向けサービス
※１事業所当たり年間２回まで

サービスはすべて無料です。



両立支援促進員：５名が相談対応します
（保健師・社会保険労務士）

ご相 談 の申 し 込 み は上 記 の申 込 書 を ご利 用 く ださ い 。

高知産保センターの支援内容



治療と仕事の両立支援とは

病気を抱えながらも、働く意欲と働ける能力のある労働者が

仕事を理由として治療機会を逃すことなく
また、治療の必要性を理由として

仕事の継続を妨げられることなく

適切な治療を受けながら

生き生きと働き続けられる社会を目指す取り組みです。

高知産保センターでは
県内の事業場における治療と仕事の両立のための取組・両立支援制度の導入等を支援するための※サービス（ホームページご参照）
を無料で行っています。
※がん､脳卒中､糖尿病､肝炎､その他難病など反復･継続して治療を必要とする疾病が対象です。



２．両立支援が必要とされる背景

働く人の視点から見た「４つの課題」



働き方改革の実行計画 平成２９年３月２８日 働き方改革実現会議決定

１．働く人の視点に立った働き方改革の意義
（１）経済社会の現状
（２）今後の取り組みの基本的考え方
（３）本プランの実行
（コンセンサスに基づくスピードと実行）
（ロードマップに基づく長期的かつ継続的な取組）
（フォローアップと施策の見直し）
２．同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善
（１）同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備
（基本的な考え方）
（同一労働同一賃金のガイドライン）
①基本給の均等・均等待遇の確保
②各種手当の均等・均等待遇の確保
③福利厚生や教育訓練の均等・近郊待遇の確保
④派遣労働者の取扱
（法改正の方向性）
①労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備
②労働者に対する待遇に関する説明の義務化
③行政による裁判外紛争解説手続きの整備
④派遣労働者に関する法整備
（２）法改正の施行に当たって
３．賃金引き上げと労働生産性向上
（１）企業への賃上げのはたらきかけや取引条件の改善
（２）生産性向上支援などの賃上げしやすい環境の整備
４．罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正
（基本的考え方）
（法改正の方向性）
（時間外労働の上限規制）
（パワーハラスメント対策・メンタルへルス対策）
（勤務肝インターバル制度）
（法制までの準備期間の確保）

（見直し）
（原稿制度の適応除外の取扱）
（事前に予測できない災害とその他事項の取扱）
（取引条件改善などの業種ごとの取組の推進）
（企業本社への監督指導等の強化）
（意欲と能力のある労働者の自己実現の支援）
５．柔軟な働き方がしやすい環境整備
（１）雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援
（２）日雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援
（３）副業・兼業の推進に向けたガイドラインや海底版モデル就業規則の策定
６．女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備
（１）女性のリカレント教育など個人の学びなおしへの支援などの充実
（２）多様な女性活躍の推進
（３）就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備
７．病気の治療と仕事の両立
（１）会社の意識改革と受け入れ体制の整備
（２）トライアングル支援などの推進
（３）労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化
８．子育て・介護と仕事の両立、障害者の就労
（１）子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進
（男性の育児・介護等への参加促進）
（２）障がい者等の希望や能力を活かした就労支援の場
９．雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・採取職支援
（１）転職者の受け入れ企業支援や転職者採用の拡大のための指針策定
（２）転職・再就職の拡大に向けた職業能力・小場情報の見える化
１０．誰にでもチャンスのある教育環境の整備
１１．高齢者の就職促進
１２．外国人材の受け入れ
１３．１０年先の未来を見据えたロードマップ
（時間軸と指標を持った対応策の提示）
（ほかの政府計画との連携）

７．病気の治療と仕事の両立
（１）会社の意識改革と受け入れ体制の整備
（２）主治医、企業・産業医、両立支援コーディネーター※

による トライアングル型支援の構築
２つを軸に治療と仕事の両立を図る



働 く 人 の 視 点 に 立 っ た ４ つ の 課 題 平成２９年３月２８日 働き方改革実現会議決定

①労働人口の約3人に１人が
何らかの疾病を抱えながら働いて
いる

治療のために離職する人が存在
している

②治療と仕事の両立に向けては、
主治医や会社と連携した

コーディネーターによる支援
が重要

③患者にとって

身近な相談先が不足している

④治療と仕事の両立に向けた

柔軟な休暇制度・勤務制度の
整備が進んでいない



働 く 人 の 視 点 に 立 っ た 課 題
① 罹 患 し な が ら 働 く 人
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日本の労働人口は６５００万人

罹患しながら働く人数

２００７万人
（主要疾患７８２万人）

労働者の３人に１人が
何らかの病気を抱えながら働いている。

治療のため離職した人の割合

がん：３４％
（うち依願退職：３０％ 解雇：４％）

治療のために離職する人が存在

国民生活基礎調査 ２０１３年年度版

誰にも
起こりうる
他人事ではない



令和４年３月 １２，０８７人が修了

橋 渡 し 支 援

② 両 立 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー に よ る 支 援 の 重 要 性

患 者 さ ん を 中 心 に 医 療 機 関 と 企 業 の 間 で 情 報 を 共 有 し 、 仲 介 ・ 調 整 の 役 割 を 担 う
ト ラ イ ア ン グ ル 型 サ ポ ー ト



両立支援コーディネーター基礎研修プログラム
動画配信研修７回＋ライブ講習１回

令和５年度 皆様の申し込みをお待ちしています。



③ 身 近 な 相 談 窓口
高 知 産 保 セ ン タ ー の 出張 相談 窓口 （ 現 在 ５ か 所 ）

患者（労働者）本人からの相談の場として、

県下の４医療機関とがん相談センターこうちで出張相談を行っています。

出張相談窓口

高知大学医学部付属病院

高知医療センター

県立あき総合病院

県立幡多けんみん病院

がん相談センターこうち
相談窓口に寄せられたご相談は
産保センターの両立支援促進員が出向いて
対応します。



④病気の治療と仕事の両立に向けての社内体制の整備
７．（３）労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化助成金のご案内

リンク先：労働者健康安全機構 助成金 R4年度
【https://www.kochis.johas.go.jp/infomation/topics/topics6602】

＜目的＞
企業における労働者の健康管理を強化

そのキーパーソンである産業医、保健師等
による※産業保健サービスの導入

健康診断結果の意見聴取
保健指導
長時間労働者の面接指導・意見聴取

治療と仕事の両立支援
・職場環境改善支援
・労働者の健康教育・管理者向けセミナー
・経営層の周知

これらを促進するために利用可能。



３ ． 両 立 支 援 の す す め方

ガイドライン様式例集

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000912019.pdf



◆ 療養・就労両立支援指導料令和4年度改定 ◆
企業から提供された勤務情報に基づき、患者に療養上必要な指導を実施するとともに、企業に対して診療情報を提供した場合について評価するものです
また、診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ、療養上必要な指導を行った場合についても評価されます

【両立支援のすすめ方】

必要な配慮
の決定
復職



両立支援をやりとりするための
様式例集

ガ イ ドラ イン P.１３～P.16

 勤務情報を主治医に提供する際の様式例

 治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見を求める際の様式例

 職場復帰の可否等について主治医の意見を求める際の様式例

 両立支援プラン／職場復帰支援プランの作成例



① 勤務情報を
主治医に 提供する際の 様式例

ガイドライン １３ページ

1 2

①共同して
勤務情報を
記載した文書を作成

②主治医に渡す



勤務情報を主治医に提供する際の様式例

 情報の提供・活用目的の
   明記が必要  いずれは元の業務内容に復帰することを念頭

に、具体的に仕事の内容を記載
 作業負荷が伝わるように（例：対人業務あり）

作業の画像を添付すると
イメージが伝わりやすい

 担当者、連絡先を明記
（主治医からの問い合わせに対応できるよう）

 労働者本人と話し合い、現時点で想定してい
る復職後の働き方について記載。

 悩んでいること・困っていること等、
特に主治医の意見がほしい点について明記

 業務調整のため、治療の見通しについて質問

 必要に応じて時間単位年
休、時差出勤、短時間勤務
制度の利用が可能であるこ
とを確認し、チェック

 通院や体調不良時などの
ために、年次有給休暇の利
用可能日数を記載

 労働者本人が記載事項に齟齬がないかを
事業者に確認したうえで署名

労働者・事業者が作成する際のポイント



②主治医から 意見書を求めるときの様式例 ガイドライン １４・１５ページ

３

４

５

③⑤就労の状況
を考慮して療養
上の指導を実施

患
者

労
働
者

④患者の就労と
治療の両立に必
要な情報の提供
を行う（文書）

産
業
医
等

労
務
担
当
者



主治医から意見書を求めるときの様式例
（主治医意見書）

労働者・事業者が確認する際のポイント

 今後の治療スケジュールを確認
 通院への配慮や体調の変化への

配慮が必要である旨確認

 主治医への質問事項に対する回答を確認
 短時間勤務での対応が可能である旨確認
 休憩を取りやすい環境整備が必要である旨確

認
 治療中必要な配慮に関しては治療開始後、体

調を観ながら調整する必要があることを確認

 通院のための必要な時間を確認
 通院頻度・治療の副作用の個人
差があることを念頭に、体調を見
ながらプランの作成を検討

 ガイドラインで示された
情報の取扱いに則り情報を取り扱う



両立支援プラン職場復帰プランの作成例
労働者・事業者が作成する際のポイント

 ※復職日の記載
 平日毎日の通院あり、通院に要する時間明記

 放射線治療中は通院・体調への
配慮のため短時間勤務とし、

 治療終了後は体調を見ながら
徐々に通常勤務に戻すプランを
設定

 短期的目標：最初の２か月
平日の通院と短時間勤務

 長期的目標：通常勤務に戻ること
 放射線治療中は倦怠感が出やすいとの主治

医意見書を踏まえ、休憩場所の確保を明記

 産業医とは２週間ごとに面談を行
い、適時プランを見直す旨記載

 労働者本人の治療継続について
 体調不良時の申し出先  人事、上司、産業医、に限りプランを共有

 関係者による協議・確認を終えた内容であるこ
とがわかるよう、署名欄を設ける〇〇年〇月（本人） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〇〇年〇月（所属長） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
〇〇年〇月（人事部） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
〇〇年〇月（産業医） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

主治医、産業医の意見を勘案し、
労働者本人との話し合いも踏まえて作成



４．産保センターの取り組み（R4年度までの活動より）

お役立ちサイト／セミナーのご案内



治療と仕事の両立支援に関するご相談
H３０年～令和４年末

2 3

6

2

12

2

3

1

3

1

2

9

0

5

10

15

20

25

20代 30代 40代 50代 60代 不明

男性 女性 不明

相談者 年代・性別

7

9

1

1

3

2

4

1 3

1

1

2

2

1 1

1

2

1

1

1

1

0 5 10 15

製造業

建設業

運送業

情報通信業

卸・小売業

金融・保険業

医療・福祉

サービス業

その他

50人未満 50～99人 100～299人 300～900人 1,000人以上 不明

相談者 業種・規模



3

2

3 1

2

1

3

2

1

1

2

2

1

3

2

3

1

2

1

10

0 5 10 15 20

がん

脳疾患

心疾患

肺疾患

糖尿病

難病

その他

20代 30代 40代 50代 60代 不明

9

1

6

4

2

1

1

1

5

16

0 5 10 15 20 25

復職・継続

休職延長

退職

中断

不明

有 作成予定 無 不明

主治医の意見書作成の有無と結果相談者年代別疾患

治療と仕事の両立支援に関するご相談
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復職・継続のポイント



コ ー デ ィ ネ ー タ ー 基 礎 研 修 受 講 者 推 移
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コーディネーターのための交流会・事例検討会
令和 4年 ８月２３日 （火 ） ９月 ２ ７日 （火 ）

＜相談機関専門職＞

どういう所に気を付けて相談を受けるか再度考え直すきっかけになりました。

職場復帰を望む患者さんの状況は多岐に わたるため（会社の規模の違い、誰に今後の事を相談するか、そもそも総務

や上司のみにしか言わずに休んでいる場合等）こちらでお応えできずに産保センターさんにお願いをする事も多かっ

たです。今回の研修で支援のポイント等参考に相談業務に役立てたいと思います。

＜産業看護職＞

私自身「折り合い」をつけることの難しさを日々感じ、どうすれば良いのか試行錯誤をしています。

組織の中で働きかけのできる保健師として自己研鑽していきたいと改めて感じました。

＜医療機関MSW＞

病気の事で頭がいっぱいの時に、仕事を辞めるといった判断をさせないように…という点は、大事にしたいと思います！

そうでないと両立支援にならないわけですが、経済的な事に大きく影響もするし、社会復帰するといった目的を持つことが治療へのモチベーションを

高めることにも繋がるので、そこはしっかり伝えたいと思いました。

＜企業の労務担当者＞

高知でも実際に取り入れている企業があることを知り、少し安心しました。

まだ基礎研修中の身ですが、交流会で具体的なご助言を聞けて参考になりました。

両立支援に関わる多職種で情報交換できる機会はそう多くないので、交流会をもう少し時間をとって欲しいです。

参 加 者 の 皆 様 か ら の 声



両立支援のお役立ちサイト



https://work-holiday.mhlw.go.jp/



病 気 休 暇 制 度 を 導 入 す る企 業 が 増 え て い ま す 。

働 き 方 休 み 方 ポ ー タル サイトの 「新着情報」を ご 覧 くだ さ い 。
h t t ps : / / w o r k-h o l i d ay . m h l w . g o . j p / m at e r i a l / pd f / c at e g o r y 4 / 2 0 2 2 1 1 2 8 _ 1 . pd f





セミナーのご案内



両立支援に取り組むための情報ポータルサイト

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/case/case_31.html



２月２８日

高知の

企業が登場！

LIVE配信
注目は・・・



高知県内の企業による事例発表
14：10～14：30

高知産保センターホームページ
トップ画面の「お知らせ！」より

申し込みサイトにアクセスできます。

【https://www.kochis.johas.go.jp
/infomation/topics/topics6547】
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ガイドラインなどの両立支援関連資料のお問い合わせは
高知産保センター 📞 ０８８－８２６－６１５５ まで



治 療 と 仕 事 の 両 立 支 援 を が す す む よ う
患 者 ・ 労 働 者 さ ん へ の お 声 か け を お 願 い し ま す 。

ト ラ イ ア ン グ ル 支 援 型 サ ポ ー ト 労 働 者 健 康 安 全 機 構



病気を抱えて働くあなたと会社のご担当をサポートしています
高知産保センター

Y o u T u b e チ ャ ン ネ ル もよ ろしく お 願いし ま す！
h t t p s : / / w w w . k o c h i s . j o h a s . g o . j p / m o v i e /


